
所有者等の探索、所有者等の特定及び登記に係る手続を中止する旨の公

告

下記の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関す

る法律（令和元年法律第１５号）第１７条の規定により、所有者等の探索、所

有者等の特定及び登記に係る手続を中止したので、同条後段の規定により、公

告する。

令和６年３月２９日 鳥取地方法務局 登記官 安 達 浩

記

手 続 番 号 表題部所有者不明土地に係る所在事項

２７００－２０２３－００２４ 岩美郡岩美町大字岩井字菖蒲谷１１９０

２７００－２０２３－００３２ 岩美郡岩美町大字岩井字太田３０４

２７００－２０２３－００７６ 八頭郡八頭町郡家字町尻３１８

２７００－２０２３－００８０ 八頭郡八頭町郡家字寺山７０６

２７００－２０２３－００８３ 八頭郡八頭町郡家字下屋敷２５６

２７００－２０２３－００８４ 八頭郡八頭町郡家字上狹間８８

２７００－２０２３－００８５ 八頭郡八頭町郡家字逧山下分４２

２７００－２０２３－０１００ 八頭郡若桜町大字大野字栃本段２９－１

２７００－２０２３－０１０２ 八頭郡若桜町大字大野字杤元５３－５

２７００－２０２３－０１０３ 八頭郡若桜町大字大野字寺前８０－１

２７００－２０２３－０１０４ 八頭郡若桜町大字大野字橋詰３３７


